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平
成
2
7
年
昭
島
市
議
会
第
３
回
定

例
会
が
８
月
2
6
日
か
ら
９
月
2
8
日
ま

で
の
会
期
日
程
で
開
催
さ
れ
ま
し

た
。

　
今
定
例
会
で
は
、
平
成
2
7
年
度
昭

島
市
一
般
会
計
補
正
予
算
（
第
２

号
）
を
は
じ
め
、
「
昭
島
市
介
護
保

険
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条

例
」
、
「
昭
島
市
国
民
健
康
保
険
税

条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
」

な
ど
、
合
わ
せ
て
2
4
の
議
案
と
と
も

に
、
平
成
2
6
年
度
昭
島
市
一
般
会
計

歳
入
歳
出
決
算
な
ど
フ
つ
の
認
定
等

が
慎
重
に
審
査
さ
れ
、
原
案
通
り
可

決
・
認
定
・
同
意
さ
れ
ま
し
た
。

　
　
一
方
、
議
員
提
出
議
案
第
４
号

　
「
昭
島
市
国
民
健
康
保
険
税
条
例
等

の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
」
と
、

　
「
所
得
税
法
第
5
6
条
の
廃
止
を
求
め

る
意
見
書
提
出
に
関
す
る
請
願
」
に

つ
い
て
は
不
採
択
と
な
り
ま
し
た
。
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個
個
盾
径
宍
を

防
災
条
例
に
つ
い
て

土
砂
災
害
に
つ
い
て

ス
マ
ホ
を
活
用
し
た
情
報
発
信

　
公
明
党
昭
島
市
議
団
と
し
て
何
度
と

な
く
取
り
上
げ
て
き
た
中
で
「
平
成
2
6
年

度
中
の
制
定
を
目
指
し
て
準
備
を
進
め

た
い
」
と
の
答
弁
だ
っ
た
。

【
問
①
】
進
捗
状
況
と
今
後
の
予
定
は
？

【
答
①
】
平
成
η
‘
年
度
中
の
制
定
に
向

け
、
防
災
会
議
の
開
催
や
パ
ブ
リ
ッ
ク

コ
メ
ン
ト
等
の
準
備
を
進
め
て
い
る
。

　
都
は
土
砂
災
害
警
戒
区
域
の
指
定
を

平
成
3
2
年
度
ま
で
に
完
了
す
る
と
し

て
い
た
が

【
問
②
】
進
捗
状
況
と
今
後
の
予
定
は
？

【
答
②
】
昨
年
１
２
月
発
表
の
東
京
都
長

期
ビ
ジ
ョ
ン
で
、
平
成
3
1
年
度
ま
で
に

指
定
を
完
了
す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
近

く
基
礎
調
査
が
入
る
予
定
。

　
民
間
企
業
が
自
治
体
と
連
携
し
、
ス

マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
中
心
と
し
た
テ
ク
ノ

ロ
ジ
ー
の
活
用
で
自
治
体
の
課
題
解

決
、
地
域
活
性
化
、
さ
ら
に
は
地
方
剤

生
に
つ
な
が
る
事
業
の
推
進
に
取
り
組

む
動
き
が
あ
る
。

【
問
③
】
防
災
行
政
無
線
の
拡
充
は
？

【
答
③
】
必
要
性
は
認
識
し
て
い
る
。
防

災
行
政
無
線
の
デ
ジ
タ
ル
化
事
業
の
中

で
、
保
管
シ
ス
テ
ム
の
構
築
と
合
わ
せ
て

研
究
し
た
い
。

【
問
④
】
防
災
行
政
無
線
の
補
完
シ
ス
テ
ム

と
し
て
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
を
活
用
し
て
は
？

【
答
④
】
費
用
対
効
果
、
課
題
に
つ
い
て
情

報
収
集
を
図
り
な
が
ら
検
討
し
た
い
。

言
鋸
詣
但
宍
ぞ

文
化
芸
術
に
触
れ
合
う
機
会
心
拡
充

　
平
成
1
3
年
に
文
化
芸
術
振
興
基
本
法

が
施
行
さ
れ
、
歌
舞
伎
を
低
料
金
で
観

劇
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
。
美
術
館
を
活

用
し
て
、
美
術
文
化
へ
の
関
心
を
高
め
る

取
り
組
み
を
す
る
自
治
体
も
あ
る
。

【
問
①
】
小
・
中
学
生
が
文
化
芸
術
に
触

れ
合
う
機
会
の
充
実
に
つ
い
て
、
こ
れ
ま

で
の
市
の
取
り
組
み
は
？

【
答
①
】
本
年
度
は
、
小
学
校
７
校
で
日
　
２

本
の
伝
統
・
文
化
に
関
す
る
教
育
活
動

の
充
実
に
取
り
組
ん
で
い
る
。

【
問
②
】
歌
舞
伎
の
観
劇
や
美
術
館
を
活

用
し
、
児
童
・
生
徒
が
伝
統
文
化
や
芸
術

作
品
に
触
れ
る
機
会
を
拡
充
す
べ
き
。

【
答
②
】
児
童
・
生
徒
の
感
性
や
表
現
力

等
を
高
め
る
う
え
で
大
変
重
要
。
限
ら

れ
た
予
算
の
中
で
実
施

可
能
か
協
議
し
た
い
。

パ



『○なせ平和安全法制を整備したのか』

じＡ安全保障環境の激変に対応し、隙間な＜日本を守る体制をつくるため』

　「２００６年ごろから東アジアにおける構造的な変化が起きている」（元防衛相

の森本敏拓殖大学特任教授）との指摘かおるように、北朝鮮の弾道ミサイル関連技

術の飛躍的進化や核実験の実施、中国の軍備増強と海洋進出等、日本を取り

巻く安全保障環境は激変し、厳しさが増す一方、「今の法体系は、現在の国

際情勢に対応しきれていない」（東京財団上席研究員の渡部恒雄氏）のが現状です。

『○憲法違反てはないのか』

『Ａ新たに設けられた存立危機事態は、９条の下で許容される自衛の措置の範囲内であり
　　違憲の他国防衛ではないJ

　「憲法９条は自国防衛の「自衛の措置」（武力行使）だけを認め、もっぱら

他国防衛を目的とした集団的自衛権の行使は禁じています。この政府解釈の

論理の根幹は変わりません。今回、他国への武力攻撃であっても、日本が武

力攻撃を受けたと同様の被害が及ぶことが明らかな場合を存立危機事態と定

め「自衛の措置」を詰めましたが、これは自国防衛の範囲内であり「憲法違

反の集団的自衛権の行使を認めた」との批判は的外れです。

『○戦争に巻き込まれないのか』

LrA戦争てはな＜後方支援が目的。外国軍隊の武力行使と一体化する活動はせず、現に戦闘行為
　　が行われている場所ては実施しないJ

自衛隊が海外で武力行使をし、外国の戦争に巻き込まれることはありませ

ん。自衛隊の武力行使は自国防衛のために限られ、海外で自衛隊が実施でき

ることは（１）日米安全保障条約に基づき活動する米軍（２）国連決議の下

で活動する外国軍隊　　への後方支援だけです。

　平和安全法制では、（１）は重要影響事態法で、（２）は国際平和支援法

で活動の内容を定めています。間違っても外国軍隊の武力行使と一体化しな

いよう、公明党が厳格な歯止めを定めました。

『○憲法９条は武力行使を認めているのか』

じＡ国民の「平和的生存権」と「人権」を守るためだけに認める』

憲法の平和主義を定めた９条は、「戦争放棄」「戦力不保持」「交戦権否認」

を掲げており、一切の武力行使を禁じているかのようにみえますが、外国の

武力攻撃によって、日本の存立が脅かされ、国民の生命、自由および幸福追

求の権利が根底から覆されるという極限的な場合には、国と国民を守るため

の必要最小限度の武力行使をすることまで禁じているとは解釈できません。

　これが政府の憲法９条解釈の基本的論理です。１９７２年（昭和４７年）

の政府見解は「自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自

衛の措置をとることを禁じているとはとうてい解されない」と述べています。

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　３



道路の未舗装が解消
　
玉
川
町
３
丁
目
８
番
地

先
の
市
道
は
、
一
部
が
未

舗
装
の
ま
ま
に
な
っ
て
お

Ｉ

り
、
夏
場
な
ど
は
雑
草
が
‘

生
い
茂
る
よ
う
な
状
態
一

だ
っ
た
ｏ
改
善
を
求
め
る
‘
一

地
域
住
民
の
声
を
市
に
届
ｙ

け
た
と
こ
ろ
、
写
真
の
よ

う
に
舗
装
さ
れ
た
。
　
　

」

宣
言
⑤
サ
言
言
言
言
言
牡
し
詣

｢債んだ路面を補修|
　
中
神
町
２
丁
目
3
5
番
地

付
近
の
道
路
は
経
年
劣
化

に
よ
る
舗
装
面
の
亀
裂
と

と
も
に
排
水
が
悪
く
、
雨

が
降
ろ
と
水
が
溜
り
や
す

い
状
態
だ
っ
た
。
改
善
を

求
め
る
地
域
住
民
の
声
を

市
に
伝
え
た
と
こ
ろ
、
路

面
補
修
が
行
わ
れ
た
。

　　今後の『都営住宅』の募集　　｀

11月上旬に①家族向②単身者向③若年

ファミリー向定期使用住宅④多子世帯向定

期使用住宅⑤若年ファミリー向を予定

紐ﾖ込み用紙をご希望の方は赤沼やすおまで‥

　　　　　　　　　　ご自宅に撰6けしますo

0日刊:1ヶ月1,887円(税込)

購読のお申し込みは赤沼やすおまで
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